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原発事故による避難住民のための代替都市建設
―チェルノブイリ原発事故被災地の復興過程を事例として―

Building an Alternative City for Evacuees from Nuclear Disasters
―The Case of the Chernobyl Disaster―

宮腰由希子 *

Yukiko MIYAGOSHI *

Abstract

In the wake of the Fukushima Daiichi nuclear disaster, Japan has tried to search for a solution to 

its current dilemma in the affected areas by referring to the experiences of Chernobyl disaster. The 

purpose of this paper is to explain the process of building an alternative city and settlement for evacuees, 

clarifying the situation of the community formation in the new city. The author demonstrates various 

mistakes in that reconstruction policy as a solution for the settlement of evacuees, and shows that there 

was a need for greater understanding of the differences in the society and customs of the people of 

Ukraine.
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はじめに

2011年 3 月11日に発生した東日本大震災とそれに続く福島第一原子力発電所事故の後、日本では

東日本大震災復興基本法が制定され、復興庁が設立された。さらに、大地震や津波といった自然災

害だけでなく、原発事故からの復興について定めた福島復興再生特別措置法も制定され、日本国内

では原子力災害による被災地域の復興について、一層関心が高まった。これまでに人類が経験した

福島第一原発事故級の原発事故は、当時、ソビエト連邦だったウクライナで起こった1986年 4 月26

日のチェルノブイリ原発事故だけである。ソ連政府は国を挙げて事故処理作業と復興事業を行っ

た。そのような教訓を学ぶため、特に被害を被ったウクライナやベラルーシへの日本人の訪問者は

増えた 1）。チェルノブイリでの事故後に建設されたウクライナのスラブチチ市が、同事故を契機に

政府によって移住を強制されたプリピャチ市の住民のためにわずか約 2年という短期間で建設され

た「希望の町」、「夢の町」として、たびたび日本の国政や地方政治の場、メディアでも紹介される

ようになった 2）。さらに、福島県大熊町では町の復興を目指して、大川原地区に約3000人が生活で

きる市街地の建設を構想しており 3）、日本でも独自の形でニュータウンの構想が浮上している。

地域社会の絆の維持及び再生、地域コミュニティの維持は、福島復興再生特別措置法の基本理念

としても掲げられている 4）ほど、復興政策にとって重要な課題の一つとなっている。では、原発事

故によって住民が強制移住を余儀なくされた場合、事故前に形成されていたコミュニティを再生す

ることは可能なのであろうか。原発事故による全住民の強制的な一時避難は、地震や津波のような

自然災害からの避難とは異なり、事故発生後に政治的判断によって実施され、受け入れ可能な遠く

の他の自治体へと避難することになる。そして、放射線状況を測定し、安全性についての評価が行

われた後に、帰還の可能性が検討される。たとえ帰還が実現したとしても、放射線状況は長い年月

を経て改善されていくため、数年から数十年もの間、コミュニティを維持することは難しいと考え

られる。現在、福島の住民が事故から数年経った今もなお、仮設住宅などでの避難生活を余儀なく

 1） 福島大学うつくしまふくしま未来支援センター事業「2013年度ふくしま復興塾事業報告書」（2013年 8 月12日―17日）http://
fukushima-fj.com/wp-content/uploads/2014/02/9a7cbebb737c2ee11372e7d02d7c323f.pdf（2014年 7 月30日閲覧）

 2） 佐賀県武雄市議会議事録（2012年 3 月13日）、42頁http://www.city.takeo.lg.jp/shisei/shigikai/201203/20120313_1.pdf（2014年
7 月30日閲覧）；第183回国会原子力問題調査特別委員会記録、第 6号（2013年 5 月28日）http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/
syugiin/183/0265/18305280265006a.html（2014年 7 月30日閲覧）；浪江町復興計画策定委員会第 5回まちづくり計画検討部
会議事概要（2013年10月18日）http://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/life/6598_19001_misc.pdf（2014年 7 月30日
閲覧）；復興庁福島県避難地域復興局第 3回コミュニティ研究会（2013年10月15日）http://www.reconstruction.go.jp/topics/
main-cat1/sub-cat1-4/20140131_communitygijiroku3.pdf（2014年 7 月30日閲覧）；著者は？「福島の避難者が見たチェルノブ
イリ」のウソと真実」『WEDGE』2013年11月号、27頁; 櫻井よしこ「チェルノブイリに学ばなかった民主党首脳部にこそ責
任がある」『週刊ダイヤモンド』2013年 3 月 2 日号http://dw.diamond.ne.jp/articles/-/4523（2014年 7 月30日閲覧）；「チェルノ
ブイリの教訓（ 2 ）細野原発担当大臣への提案」テレビ朝日『報道発　ドキュメンタリ宣言』2011年 8 月 6 日放送；奈良林直・
濱本和子他「夢の町スラブチッチを福島に」http://www.p-nsu.org/image/symposium/sym1/pnsu_sym01_2_1.pdf（2014年 7
月30日閲覧）など多数。

 3） 経済産業省資料「町土復興・再生の第一ステップとしての大河原復興拠点整備」（2014年 2 月17日）http://www.meti.go.jp/
earthquake/nuclear/pdf/140217/140217_02h.pdf（2014年 7 月30日閲覧）

 4） 復興庁「福島復興再生特別措置法の概要」 1頁　http://www.reconstruction.go.jp/topics/gaiyo.pdf（2014年10月15日閲覧）



83原発事故による避難住民のための代替都市建設

され、避難者の避難先での再定住が促進されず、原発事故関連死などの社会的な問題が発生してい

る。国家が被災した住民の生活を復興再生していくための施策について議論する上でも、チェルノ

ブイリ原発事故後に行われた復興事業の事例を分析し、そこから教訓を得ることは大いに有益であ

ろう。

これまで、ロシアやウクライナでは、新しく建設された都市の抱える諸問題が議論されてきたが、

日本ではそれらのいくつかの翻訳が紹介されるに留まっていた 5）。また、日本ではこの代替都市建

設の目的や過程については説明がなく、それらの諸問題が全く議論されないままに、スラブチチ市

をモデルケースとした避難者のための新しい都市を建設して集団移住を行う可能性が紹介され、ス

ラブチチ市が広く知られるところとなった。確かに、代替都市を建設し、そこへ住民を集団移住さ

せることは、元の場所に都市を復興することが出来なくとも、原発事故以前にその都市に存在して

いたコミュニティを新しい都市で維持することには役立つかもしれない。

本稿では、第一節でチェルノブイリ原発事故後に行われた代替都市建設の背景を概観し、第二節

でスラブチチ市への移住のプロセスを明らかにする。そして、第三節ではスラブチチ市の現状を考

察し、最後に原発事故後の代替都市建設の是非について論じる。

Ⅰ．ソ連における代替都市建設の歴史的背景

（ 1 ）原発衛星都市プリピャチと住民の避難

ソ連時代、工業は都市建設の主要な要因であり、これらの新設都市は一般に中核的な工業施設・

地帯と結びつき、労働者の生活拠点としての役割を担っていたことから、「衛星都市」と呼ばれて

いた。特に、重工業を基盤とした場合は、その重工業が都市の発展を促した。このような工業衛星

都市には、多面的な産業の都市と単一産業型の都市があるが、ソ連では単一産業型の都市が典型的

であった 6）。原子力発電所の労働者の生活拠点であり、その都市の唯一の産業が原子力発電である

「原発衛星都市」も、単一産業型であった。このような原発衛星都市の社会インフラは地方自治体

ではなく原発の管轄下で、原発が稼働することによる利潤によって予算が組まれていた。また、こ

のような原発衛星都市は、他の都市に比べて快適なまちづくりが行われており、市民の生活水準も

高かった。

チェルノブイリ原子力発電所の建設は1970年 5 月に始まったが、原発衛星都市であるプリピャチ

市は発電所から 3㎞の地点に、原発の着工に先駆けて1970年 2 月 4 日に誕生した。86年に打ち出さ

れたソ連の第12次 5 か年計画でも、「エネルギー部門での科学技術の進歩の鍵となる分野は、原発

 5） A.ヤロシンスカヤ（今中哲二訳）「暴かれたチェルノブイリ秘密議事録」『イズベスチア紙』1992年 4 月24日（京都大学原子
力安全研究グループのホームページに転載）http://www.rri.kyoto-u.ac.jp/NSRG/Chernobyl/kpss/izvestiya9204.html（2014年
7 月30日閲覧）； V.ティーヒー「ウクライナにおけるチェルノブイリ原発事故被災者と彼らを取り巻く社会状況」（京都大学
原子力安全研究グループのホームページに転載）http://www.rri.kyoto-u.ac.jp/NSRG/Chernobyl/saigai/Tykhyi-J.html（2014
年 7 月30日閲覧）；

 6） Территорияльная организация населения, Е. Чистякова, М.:Вузовский учебник, 2009, pp.79-80



84 国際公共政策研究 第19巻第2号

の潜在力である」 7）とされ、特に、ソ連のヨーロッパ地域での電力不足解消の打開策 8）として、原子

力発電への期待が高まり、原発の建設が相次いだ。86年の事故当時、プリピャチ市がウクライナ・

ソビエト社会主義共和国の中で一番新しい市であり、市民の平均年齢は26歳と大変若かった。また、

プリピャチ市では当初、 7万5000～ 7 万8000人規模を目指して設計されており、原発事故当時の人

口は 4万9360人 9）で、まだ発展の途中であった。

プリピャチ市は原発事故の翌日の 4月27日午後 2時より、全住民の一時避難 10）が行われた。当

初、避難は 3日間であると住民に告げられたが、その後、住民が帰還することはなかった。そし

て、1986年 5 月上旬には、プリピャチ市民だけでなく、30㎞圏内の全住民が強制的避難の対象とな

り、プリピャチ市への市民の帰還も不可能であるとの判断が下された。プリピャチ市を含む30㎞圏

が立ち入り禁止ゾーンに指定され、74のウクライナの村が消滅したが、無人となったプリピャチ市

とチェルノブイリ原発職員らが滞在しているチェルノブイリ市だけは、現在も市としての地位は失

われていない 11）。他の30㎞圏内の村々及びチェルノブイリ市には「サマショール」と呼ばれる強制

移住させられたにも関わらず帰還し居住している住民がいるが、プリピャチ市は、一軒家ではなく、

高層アパートが連なり、水道や集中暖房などの生活インフラなしでは居住することが難しいことも

あり、サマショールは存在しない。また、プリピャチ市民の多くが他の土地で生まれ育った移住者

だったために、避難先での再定住を心理的に受け入れやすかったと考えられる。

（ 2 ）チェルノブイリ原発の復旧と代替都市の建設

ソ連共産党中央委員会は、事故を起こした 4号炉の収束活動が行われているにもかかわらず、

1986年 5 月22日の政令において、同年10月からのチェルノブイリ原発 1～ 3号炉の操業再開と、キ

エフ州内にチェルノブイリ原発で交代勤務するための2500～3000人規模の仮設団地の建設を指示し

た 12）。ここで言う交代勤務とは職員が15日交代で業務に従事する体制のことで、15日間原発で働き、

次の15日間は30㎞圏外で休暇をとる勤務形態のことである。

それからまもなく、15日交代勤務制を廃止して職員を原発に毎日通勤させて費用を抑えるため、

プリピャチ市に代わる原発衛星都市の建設について、本格的な話し合いが進められた。建設候補地

として10以上の土地が挙がったが、 6月14日に、候補地としてストラホレスエ村とニダンチチ村が

提案された 13）。

 7） Стройки и пятилетки.Год 1986-й. Энергетика. Топливо. Транспорт. Наука и жизнь, апр. 1986, М.:Правда,p.11. 
 8） 同上。
 9） Тут сіли лелеки : Огляд будівництва для компактного переселення за Чорнобильською будівельною програмою 

/ М-во України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської ка
тастрофи ; За заг. ред. В. Я. Пінчука. - К. : Чорнобильінтерінформ, 1997, p.10. 

 10） プリピャチ市立ラジオ放送局による一時避難指示の音声（ロシア語）はウクライナ非営利団体「Pripyat.com」のサイトで聴
取することができる。http://files.pripyat.com/media/movie/CHNPP.mp3（2014年 7 月30日閲覧）

 11） ウクライナの行政区分コードは、プリピャチ市が3211100000、チェルノブイリ市が3222010500である。
 12） Постановление ТСК и СМ СРСР, от 22.05.1986, о защите по обеспечению введения эксплюатации энергоблоков 

Чернобыльской атомной электростанции,No.583, п.6  
 13） Є.Алімов, Фотолітпис будівництва Славутича, Краєзнавчий музей м.Славутича і Чорнобильської АЕС, Чернігів, 



85原発事故による避難住民のための代替都市建設

7月29日から 8月17日にかけての放射線状況の調査で、ニダンチチ付近のガンマ線量の値は

0.1mR/h（0.87μGy/h）以下で、セシウムによる土壌汚染は1Ci/㎢（37KBq/㎡）程度ということが

明らかになったが 14）、30㎞圏外での都市建設の土地の選定には、多様な観点からの総合的な評価が

必要であり、特に以下の 5つの項目に重点が置かれた。

1． 原発からの距離は50㎞以内で、通勤時間は40分以内であること。

2． 原発と新しい都市の間に便利な交通手段が設けられること。特に、鉄道が望ましい。また、キ

エフとの交通の便が良いこと。

3． チェルノブイリ原発はウクライナの電力供給源であり続けるため、新しい都市はウクライナの

領土内に建設すべきであること。

4． 自然環境が良く、プリピャチ市と同じくらいの人口規模で生活可能であること。

5． チェルノブイリ原発で将来的に何らかの事故が起こり稼働できなくなった時に、いくつかの新

しい産業が取って代われる可能性があること 15）。

上記のような条件から導き出された二つの建設予定地を比較すると、ニダンチチ村周辺はチェル

ノブイリ原発から40㎞地点に位置しており、職員の通勤にそれほど時間がかからず、また、新しい

都市に建築材を運び込むことが可能な鉄道に隣接していた。さらに、自然環境についても、水源は

キエフ貯水湖より上流のドニエプル川であり、ニダンチチ村は他の候補地より放射線状況が良かっ

た。一方、ストラホレスエ村周辺は、原発まで50.6㎞の鉄道を新たに敷設しなければならず、その

鉄道のほとんどが30㎞圏内に入ってしまう。また、ニダンチチ村のような自然環境の好条件にも恵

まれていない。このような諸条件からニダンチチ村周辺が選ばれたが、設計・調査段階で、建設予

定地に決まった場所は土壌含水率が高く、地盤が弱いため、都市の建設には不適であることが発覚

した。そこで、ニダンチチ村とチェルニゴフ市を結ぶ線路上をたどり、現在のスラブチチ駅である

ネラファ駅付近でさらに30m標高の高い地点が建設に適していると推定された 16）。

そして、1986年10月 2 日、ソ連共産党中央委員会と最高会議によって、政令「1987年から1989

年の間に、チェルニゴフ州ニダンチチ村の周辺に、チェルノブイリ原発職員とその家族 2万人が恒

常的に暮らせ、さらに、3万人まで居住できる将来的な発展をも見込んだ新しい市の建設について」

が出され 17）、ニダンチチ村周辺のネラファ駅付近に、プリピャチ市の代替都市を建設することが決

定した。

2010, p.2
 14） А. Носовский, Е. Иванов, Славутич: Вопросы радиационной экологии, К.: Высшая школа, 2001, p.9
 15） National Academy of Science of Ukraine, Chornobyl Catastrophe, Kiev, Export of Ukraine, 1997, pp.91-92  
 16） Є.Алімов, Фотолітпис будівництва Славутича, Краєзнавчий музей м.Славутича і Чорнобильської АЕС, Чернігів, 
2010, p.3

 17） ТСККПСС, СМ СССР, Постановление от 02.10.1986. No.1179, О строительстве нового города для постоянного пр
оживания работников Чернобыльской АЭС. p.1 
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図 1　スラブチチ市とその周辺のセシウム137による放射能汚染地図
（出典 : Intelligence System GEO “ATLAS Ukraine Radioactive contamination”）

建設予定地が移転した後、詳細な放射線状況の調査は行われることなく、建設準備作業は1987年

3 月11日に終わった。建設が始まると同時に、スラブチチ市での定期的な放射線状況の調査が同年

3月から始まったが 18）、ウクライナ・ソビエト社会主義共和国保健省生体物理研究所によって初め

て詳細な調査が行われたのは、建設作業がかなり進んでいた1987年夏になってからだった。調査結

果はセシウム134と137が 1～5Ci/㎢（37～185kBq/㎡）、ストロンチウム90は0.05～0.4Ci/㎢（1.85

～14.8kBq/㎡）、プルトニウムは0.01～0.1mCi/㎢（0.37～3.7Bq/㎡）で、町の東と西に 2か所、最

大15Ci/㎢（555kBq/㎡）のセシウム134と137、およびプルトニウムによるホットスポットがある

ことがわかった。最初の建設予定地との放射線状況が異なっているものの、建設地を変更すること

はもはや不可能だった 19）。

1987年 8 月16日から31日にかけて実施されたチェルノブイリ原発とその周辺地域についての国家

保安委員会（KGB）の極秘文書（1987年 9 月 5 日付）によると、放射線状況以外にも、建設資材

の不足、建設の規則違反といった問題があった 20）。通常に比べて何倍も短い納期に間に合わせるた

め、負担の大きな労働を強いられていた建設作業員は、給料や行政に対して不満を抱き、辞職する

意思を示しながら政府に待遇の向上を要求した。

 18） А. Носовский, Е. Иванов, Славутич: Вопросы радиационной экологии, К.: Высшая школа, 2001, p.59
 19） 同上、 9頁。
 20） Начальнику 6 управления КГБ УССР подполковнику тов. Слободенюку, В.Н. .:К , 05.09.1987 
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Ⅱ．代替都市への移住

（ 1 ）スラブチチ市の特徴

チェルノブイリ原発とスラブチチ市を結ぶ鉄道が1988年10月 1 日に開通したことにより、原発職

員の通勤が可能になったため、スラブチチ市への移住が始まった。また、ドニエプル川とプリピャ

チ川に橋が架けられ、チェルノブイリ原発とスラブチチ市を結ぶ車道が一か月後の11月 7 日に開通

した。10月26日までに、チェルノブイリ原発職員とその家族3500人を含む5000人がスラブチチ市に

移住した。

1986年10月 2 日付の政令の第 6項では、中央アジアの諸共和国とベラルーシを除く 8つの共和国

に対してこの新しい市の建設に従事するよう指示されている。スラブチチ市の建設は、チェルノブ

イリ原発の再稼働と原発事故からの復興の早さを世界に示すために重要であったが、原発事故で被

災したウクライナ・ソビエト社会主義共和国の予算だけでは建設が難しかったため、ソ連の 8つの

共和国がそれぞれの国らしい町並みを再現した住宅街を設計し、それぞれの共和国から資材と建設

作業員を確保することが命じられた。

キルギスやタジキスタンなどの中央アジアの共和国は、距離が遠く、資材の運送に費用がかかる

ため、この建設計画へは加えられなかった。また、ベラルーシはウクライナ以上に放射能汚染によ

る被害を被ったために参加が免除された。しかしながら、当時、ベラルーシのミンスクで建設中だっ

た熱併給原子力発電所が、チェルノブイリ原発事故により中止されたため、その建設費用がスラブ

チチ市での 3つの百貨店や食料品店の建設に充当された 21）。

スラブチチ市は、単に原発職員が生活するための原発衛星都市として建設されたわけではなく、

原発事故により心身ともにリハビリを必要としているプリピャチ市民が暮らすことを想定してい

た。そのため、彫刻や建築には住民が原発事故を忘れ、心を癒せるような細かい工夫が施され、精

神的なリハビリを促進する要素が多く含まれていた 22）。

被ばくしたプリピャチ市民が出来る限り生涯に渡って被ばくしないということも重要であり、徹

底した除染活動が行われた。除染の一環として木々の伐採が必要だったが、市民の心理面を考慮し

て、出来る限り木々を残すように指示されていた。このような点において、スラブチチ市は典型的

な原発衛星都市の街並みと大きく異なっている。また、スラブチチ市は汚染地域に建設した都市

だったため、都市建設の際に、森林や市街地の除染、資材を各共和国から運び込むなどの防護措置

によって、建物の使用開始前の空間線量率が17～20µR/h（0.15～0.18μGy/h）になるように配慮し

 21） Є.Алімов, Фотолітпис будівництва Славутича, Краєзнавчий музей м.Славутича і Чорнобильської АЕС, Чернігів, 
2010, p.5

 22） Е. Гибкина, Лекция «Славутич: Диалог с Припятью», Форум «Атомограды: плановые города в современном об
ществе», Запорожье, 20.10.2014



88 国際公共政策研究 第19巻第2号

て建設された 23）。放射線防護以外にも環境への配慮がされており、市内を巡回するバスがないとい

うのも特徴である。

1989年末、計画されていた建設の第一段階が終了した時点では、 3万人の町に拡大するための第

二段階の建設が検討されていた 24）。スラブチチ市は、チェルノブイリ原発に必要な職員から計算さ

れた数の市民が快適に生活できるように設計されており、最大 3万人が居住するための都市として

始めから規模が制限されていた。しかし、 2万5000人もの死者を出した1988年12月のアルメニア大

地震の影響やソ連崩壊により、スラブチチ市拡張への費用を捻出することができなくなった。結果

として、スラブチチ市は現在のような約 2万5000人規模の町となった。

スラブチチ市は、ペレストロイカ期に建設された唯一の都市である。当時は、民族主義が各地で

高揚していたソ連末期であるが、スラブチチ市はチェルノブイリ原発事故で被災したウクライナの

ために 8つの共和国が協力して作った多民族主義的要素が色濃く表れた都市である。特に、スラブ

チチ市建設途中にナゴルノ・カラバフ戦争が勃発したが、アルメニアとアゼルバイジャンの建設作

業員は、助け合いながら友好的に作業をしており、この二つの共和国の住宅街は隣接している 25）。

スラブチチ市の建設は、あくまでもチェルノブイリ原発職員を維持することであり、決してプリ

ピャチ市民のコミュニティをそこに再生させることではなかった。しかし、スラブチチ市は、プリ

ピャチ市からの避難者が原発事故で負った心理的外傷を克服できるように、それぞれの共和国が熟

慮して設計、建設した、ユニークな住宅街の集合体となっている。

（ 2 ）避難者の移住

政府が想定していたスラブチチ市への移住者は、チェルノブイリ原発職員とその家族であるプリ

ピャチ市からの避難者であった。それ以外の30㎞圏内の村々からの避難者については、主にキエフ

州内の市や村への定住を促し、再就職を斡旋した。これらの避難者のために新しい住宅街が市や村

の中に建設されたが、都市を建設して避難者の移住を試みたのはスラブチチ市だけである。しかし、

現在、プリピャチ市民の多くは、キエフ市のハリコフスキー地区とトロエシナ地区に定住している

という実態がある。

プリピャチ市民は1986年 4 月27日に避難し、一時避難先で個人宅に振り分けられた後、キエフ

市のハリコフスキー地区とトロエシナ地区に新しく完成したアパートの住居を一時的に与えられ

た 26）。このアパートは10年もの間、入居を待っていたキエフ市民のために建設されたものだった。

しかし、政府は、プリピャチ市民にキエフのアパートを与えるのとほぼ同時に、スラブチチ市を新

設する決定をした。そして、1987年夏にはスラブチチ市とその周辺地域の詳細な放射線状況の測定

 23） National Academy of Science of Ukraine, Chornobyl Catastrophe, Kiev, Export of Ukraine, 1997, pp.95-96
 24） А. Носовский, Е. Иванов, Славутич: Вопросы радиационной экологии, К.: Высшая школа, 2001, p.11
 25） Е. Гибкина, Лекция «Славутич: Диалог с Припятью», Форум «Атомограды: плановые города в современном об

ществе», Запорожье, 20.10.2014
 26） А. Носовский, Е. Иванов, Славутич: Вопросы радиационной экологии, К.: Высшая школа, 2001, p.7 
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結果が政府に報告されていたにも関わらず、チェルノブイリ原発職員には詳細な情報は開示されな

かった。また、先に行われたチェルノブイリ原発事故の責任者たちに対する裁判でも、詳細な調査

が実施されないままに、現場の原発の運転員への罪の擦り付けが行われたため、原発職員の間で政

府に対する反発が強まった。さらに、非常事態にあるチェルノブイリ原発は利益を出せないため、

危険な環境の中で勤務しているにもかかわらず、次の 5か年計画が始まる91年の給料の増額の見込

みも薄かった。

15日交代制であれば、キエフに家族を住まわせつつ、職員だけが汚染地域の原発で働くことがで

きる。当時、プリピャチ市の子どもたちは一時避難先に到着後まもなく、クリミア半島などでの保

養に連れていかれた経緯があり、被ばくした子どもたちに保養が有効であるということは政府も保

護者たちも理解していた。それにもかかわらず、子どもたちを連れて、放射能汚染地域に建設され

たスラブチチに移住しなければならないことは、政府が事故直後から子どもたちに対してとってい

た措置とは矛盾する決定だった。放射線防護措置の一環として、原発から50㎞離れた場所にスラブ

チチ市を建設したが、事故前は 3㎞という近さに位置していたプリピャチ市からの通勤時間と比べ

ると、毎日通勤するにはあまりにも遠く、自分の余暇や、家族と過ごす時間を十分に持つことがで

きないと職員は考えた。

職員らはスラブチチ市への移住に反対し、他の解決方法を探るように共産党中央委員会に提案し

たものの、合意には至らず、職員の要求はすべて却下された。他の仕事を得るために必要なキエフ

市の恒常的な居住証明書は与えられず、大規模な解雇が行われ、移住を拒む職員に対してあらゆる

圧力がかけられる事態となった。

1988年 1 月 6 日付の極秘文書「チェルノブイリ原発事故による影響の収束についての質問に関す

るソ連共産党中央委員会政治局事故対策特別作業班会議プロトコル」No.40の第 4項では、スラブ

チチ市とその周辺地域の放射線状況と衛生管理体制の保障に関しての記述がある 27）。ソ連原子力エ

ネルギー省や水文気象環境モニタリング局、保健省に対して、スラブチチ市での生活が健康に影響

しないことを各現場責任者らの協力のもと、原発職員に論証し、説明する活動を 1週間にわたって

行うことを指示している 28）。また、チェルノブイリ原発職員とその家族のスラブチチ市への移住を

決定事項とするために、 1月14日付の政令「チェルノブイリ原発の恒常的な職員の編成に関する措

置について」が出された 29）。チェルノブイリ原発の副主任技師だったカルパンは、この一連の騒動

についての詳細な記録を残している 30）。また、1988年 6 月24日付ウクライナ共産党中央委員会の極

秘文書でも報告されている 31）。

チェルノブイリ原発事故の被災者のための団体のうち最も会員の多い団体の一つである「ウクラ

 27） Наталия Варановьска, Чорнобиль: проблеми здоров’я населення Збірник документів і матеріалів у двох книгах К
нига 2, Інститут історії України, Київ, 1995, pp.82-84

 28） 同上。
 29） Наталия Варановьска, Чернобыльская трагедия: документы и материалы, Наукова Думка, 1996, p.534 
 30） Н. Карпан, От Чернобыля до Фукусимы, К.: Подгорнов, 2013, P.122-138
 31） 同上、534-535頁。
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イナ・チェルノブイリ連合」代表のアンドレーエフによると、1988年 9 月から運転員の第 5班がス

ラブチチへの強制的な移住への抗議の意味で職務の交代を拒否し職場に居残り、次の班も当直の引

き継ぎを拒否し、誰もチェルノブイリ原発の安全管理に責任を持たない状態を作り出した。すると、

原発の共産党が、即座にウクライナ共産党中央委員会とウクライナ閣僚会議、KGBに通告し、そ

の 2時間後には、ウクライナ閣僚会議がすべてのチェルノブイリ原発職員にキエフに残留するかス

ラブチチへ移住するかの選択の余地を与えたという 32）。結局、個人面談では1901人がスラブチチ市

への移住に合意していたが、最終的には、チェルノブイリ原発作業員の10％にあたる約450人が移

住した。

（ 3 ）非被災地域からの移住者

90%ものチェルノブイリ原発職員がスラブチチ市への移住を拒否し、キエフ市で生活することを

望んだため、1988年から1989年の 2年間に渡って、チェルノブイリ原発職員の大規模な入れ替えを

行わなければならなかった。ソ連政府は、チェルノブイリ原発に勤務し、スラブチチ市で暮らすこ

とに同意する国民を全国から募集した。その後、職員は総勢9196人にのぼり、そのうち原発作業員

は4582人であった 33）。

放射能汚染地域に暮らし、死者も出るほどの大事故を起こした原発に勤務することを望む技術者

は少なかったため、再稼働されたチェルノブイリ原発では原子力に関して知識の全くない人でも働

くことができた。90年代にスラブチチ市を訪れたカナダの作家で当時記者だったブレジンスキー

は、「スラブチチ市は当時ソ連全体で深刻化していた経済の大混乱から隔離されたシェルターだっ

た」 34）と述べている。彼によると、スラブチチ市への最初の移住者達の様子をソ連中のテレビで放

映し、ここでの給与は他の地域に比べて10倍の額であると国民に向けて宣伝されたという。また、

当時はアパートが不足していたことも手伝って、チェルノブイリ原発で働けば、すぐにアパートに

 32） ユーリー・アンドレーエフ氏への筆者によるインタビュー、2013年11月 6 日。同氏は、2014年 5 月に 死去した。
 33） Наталія Барановська, Чорнобиль в новітній історії України, автореферат,  p.24
 34） マシュー・ブレジンスキー（紅葉誠一訳）『ロシア・アンダーグラウンド』（原著は、Matthew Brezinski, Casino Moscow, 

2001） 、イースト・プレス、2003年、280-282頁。

表 1　2013年 7月 1日現在のスラブチチ市のチェルノブイリ原発事故被災者の統計

被災者の区分 人数（人）
元事故処理作業員 2898
被災者（第 2カテゴリー） 1795
被災者（第 3カテゴリー） 633
被災者（第 4カテゴリー） 3552
被災者（未成年者） 3553

計 12431

（出典：スラブチチ市チェルノブイリ原発事故被災住民保護課）
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入居できると聞いた若夫婦が各地からやってきたが、物質的な報酬の良さのみを強調し、健康面の

リスクには極力触れないようにしていた 35）。

給料やアパートの優遇措置以外にも、スラブチチ市に移住する利点があった。1991年にチェルノ

ブイリ法が成立すると、非被災地域からの移住者であっても、1988年から1992年12月までにスラブ

チチ市に移住した人々は、第 4カテゴリーの被災者として認定されたのだった。法は十分に機能し

ていないものの、少額の手当や特典が与えられていた。

このように、プリピャチ市の代替都市としての政府によるスラブチチ市の建設によって、プリ

ピャチ市民のコミュニティを再生することはできなかったが、多数の新しい移住者によって、新し

いコミュニティと伝統文化が形成されていくこととなった。

Ⅲ．代替都市建設による復興と課題

（ 1 ）現在のスラブチチ市の状況

（出典：А. Носовский, Е. Иванов, Славутич: Вопросы радиационной экологии）
図 2　1988年から1995年のスラブチチ市における年間平均被ばく線量の変動 36）

スラブチチ市はチェルノブイリ法により、「放射線管理強化ゾーン（第 4ゾーン）」に指定されて

いた。上のグラフを参照すると、1988年から92年にかけての市街地や森の大規模な除染の結果 37）、

スラブチチ市の住民の年間被ばく線量は 1ミリシーベルト未満に留まるようになった。現在の市街

地の空間線量率は0.1µSv/h前後であり、キエフ市や他のウクライナの地域と変わりのない値である。

 35） 同上、282頁。
 36） А. Носовский, Е. Иванов, Славутич: Вопросы радиационной экологии, К.: Высшая школа,  2001, p.215参照
 37） 同上、218頁。
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内部被ばくの予防についても、食品の放射能検査の実施などにより、住民が汚染された食品を口

にしないように努められてきた。スラブチチ市の移住が始まった翌年の1989年 8 月15日から 9月10

日にかけてのスラブチチとその10㎞圏の放射能汚染についての調査を例に挙げると、スラブチチ市

で収穫された葉野菜と数種類の野生のキノコから基準値超えがあったが、その他のサンプル（牛乳、

果実、野菜、飲料水）からは検出されなかった 38）。特に、スラブチチ市の水は、放射能汚染の心配

のない地下水を供給源としている 39）。このような結果は上のグラフの内部被ばくの値を裏付けるも

のである。

しかし、住民の追加被ばく線量が年間 1ミリシーベルト未満を達成している現在でも、基準値を

超える食品が市場に持ち込まれる可能性がある。そのため、市場で売買されないように頻繁に食品

の放射能検査が行われているが、個人が自家消費する食品については検査の対象外であるため、こ

れが内部被ばくを引き起こす一因になっていることも否めない。

表 2　�2013年 4月27日のスラブチチ市食肉衛生検査所に持ち込まれた主な食品の放射能測定の結果

とウクライナ、日本の基準値との比較

精肉 牛乳 ジャガイモ 乾燥キノコ
スラブチチ市での検査結果（Bq/kg） 10 5 ＊62.5 ＊11360
ウクライナの基準値（Bq/kg） 200 100 60 2500
日本の基準値（Bq/kg） 100 50 100 100

（2013年 4 月27日に筆者がスラブチチ市食肉衛生検査所を訪問した際にイリーナ・ホロシュン所長
が測定した結果をもとに筆者作成。＊ありは基準値超えのサンプル。）

上の表は、2013年 4 月27日に、スラブチチ市の市場で販売するために、生産者が市場内にある食

肉衛生検査所に持ち込んだ食品の放射能測定の一例である。表で示した食品の中で、乾燥キノコ

はベラルーシから持ち込まれたものだったが、その他の食品は近隣の村々で生産されたものだっ

た。基準値を超えていたジャガイモは、ニダンチチ村産のものである。ニダンチチ村産の牛乳は

100Bq/kg程度の値が検出されることも珍しくなく、基準値を超えているために、市場での販売が

できずに農家が食品を自家消費しているケースも決して少なくはない 40）。このように、スラブチチ

市で生活していく上で、内部被ばくを防ぐための食の安全については、空間線量が下がった現在も

注意すべき事項である。

 38） Л.Хамьянов, В. Щербина, Результаты комплексного исследования радиационного исследования г. Славутича и 
его 10- ти км зоны (Второй этап), М.: 1989, pp.20-22 

 39） А. Носовский, Е. Иванов, Славутич: Вопросы радиационной экологии, К.: Высшая школа, 2001, p.13
 40） スラブチチ市食肉衛生検査所長イリーナ・ホロシュン氏への筆者によるインタビュー、2013年 4 月27日。
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（ 2 ）ソ連崩壊とチェルノブイリ原発早期閉鎖の影響

ソ連の工業衛星都市は、労働力が一つの産業に偏っており、経済的に不安定であり、社会的な多

様性に欠けていた。そのような社会的な欠点はソ連崩壊後に顕著に現れた。工業衛星都市では、そ

の都市の産業が衰退すると、町の失業率が上昇し、住民の生活水準が急激に低下してしまうという

事態を招き、代替分野の雇用機会がないため、住民は流出する一方になる。また、ソ連時代にこれ

らの衛星都市を新設した際には、住民の生活保障や社会基盤を支える機能を国営企業が担う必要が

あり、学校や病院などすべての社会インフラがその国営企業によって管理、運営されていた。その

ため、衛星都市の予算もまた、その国営企業に委ねられていた。現在、原発衛星都市の抱える課題

は、町の経済の多様化と経済成長の可能性を見出すことのできる代替路線の探求であり 41）、失業率

の低下と人口流出の阻止と、都市の予算の獲得である。

チェルノブイリ原発の 5、 6号炉の建設は中止されたが、 1、 2、 3号炉は再稼働した。スラブ

チチ市から職員が毎日通勤できるようになったことで、チェルノブイリ原発は通常運転の状態に

戻った。しかし、1991年10月11日にチェルノブイリ原発 2号炉で火災が発生し、 2号炉は停止せざ

るを得なくなった。

この時、ウクライナはソ連から独立してわずか 1か月半が経過したばかりだった。経済混乱の中

でソ連の遺産である原発を引き継いだものの、事故を起こした 4号炉を覆う石棺の安全管理を行う

だけでなく、残った原子炉を稼働し続けることは、自国の力だけでは経済的にも技術的にも難しく

なっていた。そこで、国際社会は巨額の経済支援と引き換えに、チェルノブイリ原発を早期停止

するように圧力をかけた。その結果、最長で2011年まで稼働できたはずのチェルノブイリ原発は、

1996年11月30日に 1号炉、そして、2000年12月15日には 3号炉が停止し、現在は廃炉と、石棺の老

朽化に伴う新シェルターの建設作業が進められている。

1995年12月20日に、チェルノブイリ原発閉鎖に関するウクライナ政府とG7、欧州共同体の国々

との間で交わされた合意に関する覚書では、原発の早期停止に伴うチェルノブイリ原発職員とその

家族への影響緩和のために、再就職などの社会的問題への支援を行うことをECとアメリカ政府が

ウクライナ政府に対して約束し 42）、G7と欧州復興開発銀行から総額5000万～ 1億ドルの社会的・経

済的支援が求められた 43）。

実際に、 3号炉が停止した翌年の2001年には、2914人分の高給の仕事がなくなってしまった。原

発が稼働可能年数の限度まで稼働した場合、ウクライナにもたらすはずだった利益の見積額は20億

グリブナであった 44）。スラブチチ市の住民にとっても、ウクライナ全体にとっても、国際社会の圧

力によるチェルノブイリ原発の早期停止は、巨額の支援が受けられるとはいえ、決して有利な決定

 41） Е. Чистякова, Территориальная организация населения,М.: Вузовский учебник,2009, P.80
 42） Memorandum of Understanding between the Governments of the G-7 Countries and the Commission of the European Com-

munities and the Government of Ukraine on the Closure of the Chernobyl Nuclear Power Plant, IV. 25.12.1995
 43） Н. Барановська, Чорнобильська трагедія. Нариси з історії, Київ, Інститут історії України НАН, 2011, p.248
 44） 同上、244頁。
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ではなかった。カルパンは、スラブチチ市には国家予算から約500億米ドルを毎年割り当てられて

いると指摘する 45）。

チェルノブイリ原発には事故前は約9000人が勤務していたが、現在は3200人程度である。スラブ

チチ市も2001年 4 月にチェルノブイリ原発から市へと社会インフラの管理主体の移行が行われた

が、その際に、約2500人を市で雇用し、給料は減額したものの、失業者をできるだけ出さないよう

に配慮した 46）。

スラブチチ市は1998年から2010年 1 月 1 日まで経済特区に指定されていた。しかし、新しくスラ

ブチチ市で起業した企業の税制優遇措置については、2005年 3 月までに登録された企業には有効だ

が、それ以降に出来た新しい企業は優遇措置を受けることができなくなった 47）。

さらに、2020年までの社会経済成長戦略計画「テクノエコポリス・スラブチチ市」では、単に雇

用促進だけではなく、除染などによる放射線環境安全、医療や心理的ケアなどの支援の充実といっ

た人間の社会的な健康を重視した町づくりを実施している 48）。

しかし、「スラブチチはチェルノブイリの恩恵を受けたオアシスである」とアンドレーエフは指

摘し 49）、国際的な支援とウクライナ政府からの優遇措置により、スラブチチ市は他のチェルノブイ

リ原発事故による被災地域よりも社会的保護の度合いが比較にならないほど高く、あまりにも不平

等であると非難した。

スラブチチ市は平均年齢が29歳で出生数が死亡者数の 2～2.5倍、出生率が死亡率の 3～ 4倍で

あることを誇りにしていた。子どもの数が増加傾向にあり、若者たちの将来のために大学の分校を

開校するなど、教育に力を入れ、さらに、文化的な行事にも多額の予算を注いできた 50）。国家と国

際社会から支援を得られるため、原発が閉鎖された現在も状況はそれほど大きく変わってはいない。

他の工業衛星都市と異なり、スラブチチ市の場合は、チェルノブイリ原発事故後に政府に招待さ

れ、自分自身と子どもたちにとって明るい展望があると信じて、放射能への恐怖があった中でも移

住してきた人々である。そのため、彼らが国家に欺かれたと思わないように、国を揚げて支援をし

ていく必要があるのだという 51）。

（ 3 ）新しいコミュニティの形成における問題

1991年のまだソ連が崩壊する前に、国連が主導する形でチェルノブイリ原発事故による被災者の

ための社会心理復帰・情報提供センターを、ロシア、ベラルーシ、ウクライナの被災地域に設置す

 45） Н. Карпан, От Чернобыля до Фукусимы, К.: Подгорнов, 2013, 2013, pp.122-138
 46） 副市長への筆者によるインタビュー、2013年11月。
 47） スラブチチ副市長ウラジーミル・ジガロ氏への筆者によるインタビュー、2013年11月11日。
 48） ウドヴィチェンコ市長の講演資料より。第 8回国際若者環境フォーラム、2013年 4 月25日、スラブチチ市 
 49） アンドレーエフ氏への筆者によるインタビュー、2013年11月 6 日。
 50） Н. Барановська, Чорнобильська трагедія. Нариси з історії, Київ, Інститут історії України НАН, 2011, p.243
 51） А.Носовский, В.Васильенко, Авария на Чернобыльскойй АЭС: Опыт преодлейнйия. Извлеченнйые уроки, К.:Те

хніка, 2006, p.212
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ることが決まった。ウクライナでは非常事態省 52）の管轄下で、 5か所の被災地に社会心理復帰・情

報提供センターが設けられ、1993年にスラブチチ市に設置されたスラブチチ社会心理復帰・情報提

供センターでは、市民への食の安全などに関する情報提供や、市民の抱える問題への支援を行って

きた。

現在、市民の間では、チェルノブイリ原発事故やその影響による直接的な問題よりも、間接的な

問題が生じているという 53）。スラブチチ市は若い都市であり、市民は移住に際して、古い親戚や友

人らとの関係が断絶され、新しい人間関係を一から作り上げていかなければならなかった。そして、

現在、自分たちでスラブチチ市の新たな伝統を築いていっているところである。例えば、スラブチ

チ市の 3分の 1以上は未成年者であり、目上の人を敬うことや、高齢者を大事にすることなどの躾

をする人が家族しかいない。しかし、両親が原発で働いていると、通勤時間に時間がかかり、自宅

にいる時間が少ないため、家庭でのコミュニケーションも不足しがちである。そのため、同セン

ターに相談するケースは、放射能による問題よりも、夫婦間や家庭内の問題が圧倒的に多い。一方

で、スラブチチ市は治安の良さが伝統として築かれており、殺人事件もいまだに起こったことがな

く 54）、評価されるべき点もある。

おわりに

本稿では、ソ連政府の代替都市建設の事例から、大規模な原発事故後の避難者のための代替都市

建設と移住の過程を明らかにし、新都市のコミュニティがどのように形成されたかを見ていった。

当時のウクライナは大国ソ連の一部であったため、記録的な早さで都市の建設を行うことが可能

だった。そして、代替都市建設にあたり、大規模な除染を行い、被災者が生活することを考慮して

設計された快適な都市が完成した。しかし、共産主義体制であったにも関わらず、共産党員までも

が党の命令に背き、当初、政府が想定していた避難者の大多数が、放射能汚染地域に建設された代

替都市への移住を拒否した。そのため、政府は好条件を提示することによって、そこで暮らす新た

な移住者を獲得しなければならなかった。

その後、新設された都市の住民の生活を支える原発産業が国際社会によって閉鎖されたため、国

家や国際社会が住民を手厚く保護しなければならない事態となってしまった。このように、政府が

予算を投じて新しい都市を建設しても、避難者がそこに移住を希望しないという事態は大いに考え

られる。また、長期的には、新都市の主たる産業が原発事故処理作業や廃炉作業だった場合、数十

年でその産業が衰退してしまうことや、原発はなんらかの政治的な決定に影響を受けやすいことな

どを十分に考慮して、複数の異なる分野の産業で成長していけるような道を確立していく必要があ

 52） 2014年から社会政策省へ移行。 
 53） スラブチチ社会心理復帰・情報提供センター副所長ユーリー・アキメンコ氏への筆者によるインタビュー、2013年11月11日
 54） Е. Гибкина, Лекция «Славутич: Диалог с Припятью», Форум «Атомограды: плановые города в современном об

ществе», Запорожье, 20.10.2014
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るだろう。

ウクライナの事例から、ソ連政府の試みが30年近く経った現在、どのような結果をもたらしたか

を伺い知ることができる。このような大規模な復興政策の前例は、日本とは異なる社会体制や政治

情勢、そして、メンタリティの違いを十分に理解し、それらの政策を議論した上で、日本の復興政

策に応用していくべきである。日本は、大規模な原発事故という過ちを繰り返してしまった。それ

にもかかわらず、ソ連政府の復興政策の十分な分析をしないまま、日本政府がとらなかった政策を

優れた点として安易に判断し参考にすることは、復興政策においても過ちを繰り返すことになりか

ねない。

新設された都市へは主に若い人々が移住し、また、給料などの待遇が良かったので出生率も高く、

治安の良い都市として知られるようになった。現在も、国際社会の経済支援が続いているため、こ

の傾向は緩やかに維持されているが、今後、支援が得られなくなる時までに産業の転換を成功させ

ることが、新しく形成されたコミュニティの美点を維持することに役立つだろう。

一方、多くの避難者たちは一時避難先に定住した。この一時避難先が首都以外の場所であったな

ら、代替都市への移住を望んだ可能性もあるが、これだけ多くの市民を集団で非常事態に即座に受

け入れられるほどの住宅があるのは大都市に限られてしまう。本稿では、これら避難者の一時避難

先での再定住とコミュニティの維持がされているかについては調べることができなかったので、今

後の課題としたい。


